
北本市立学校規模等の適正化に関する手続の流れ

　イメージ図（予定）

※「基本方針」の基準維持に支障が生じる可能性がある学校を「適正化対象校」と表記しています。
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【役割】

4/6児童生徒数及び向う5年間の入学見込

数等から「適正化対象校」の該当の有無に

ついて調査し、教育委員会へ報告・意見を

【役割】

➀「適正化対象校」該当の有無について審議・決定する。

※適正化対象校の学区の学区見直し（適正配置）も審議予定のため「通学区域審議会」に諮問。

②「適正化対象校」の今後の方向性を調査するため、対象校毎に「適正化検討協議会」を都度設置する。

（設置要綱制定・委員委嘱）

③「適正化検討協議会」からの報告（協議結果）を受け、「適正化対象校」の今後の方向性について決

定する。

➀
調
査
・
報
告

②連絡・調整

地域

北本市立◯◯学校規模等

適正化検討協議会

学校

保護者

⓷検討・協議結果について報告

通学区域

審議会
（諮問機関）

※

諮
問
・
答
申

【役割】

「適正化対象校」の今後の方向性（学校

統合・学区再編等）について協議・検討

し、その検討結果を市教委へ報告する。
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